
＜「請求書」「領収書」「販売証明書」のいずれかが発行されるまでの流れ＞

補助申込時に

申請しようとする対象肥料のすべての

「領収書」「請求書」「販売証明書」が・・・

補助申込時に申請書等といっしょに

「領収書」「請求書」「販売証明書」いずれか

の写しを提出してください。

＜申込完了＞

補助申込時に申請書等といっしょに

「肥料予約申込書」「注文書」「納品書」

いずれかの写しを提出してください。

（補助金の予算の枠を押さえます）

役場にご相談の上、

対象肥料納品後ただちに「納品書」の写しを

提出してください。

（２月中に実際に納品された補助対象肥

料の数量を確認します）

「領収書」「請求書」「販売証明書」の発行後

ただちにいずれかの写しを提出してくださ

い。

＜申込完了＞

補助申込の後、２月中に

「領収書」「請求書」「販売証明書」

いずれかを・・・

ただちに

「領収書」「請求書」「販売証明書」いず

れかの写しを提出してください。

＜申込完了＞

ある ない

入手した 入手できない

入手する見込みがない

１月 ※申込みは1/17から 1/31まで

２月

２月 ※補助が可能な対象肥料は２月中の納品分まで

３月


